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衆
議
院
議
員
緑
川
貴
士
君
提
出
ア
ナ
ロ
グ
規
制
に
代
替
可
能
な
デ
ジ
タ
ル
規
制
の
導
入
課
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
工
程
管
理
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
目
視
規
制
、
実
地
監
査
規
制
、
定
期

検
査
・
点
検
規
制
、
常
駐
・
専
任
規
制
等
に
関
す
る
法
令
等
の
規
定
等
の
う
ち
、
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
た
重
点

計
画
」
（
令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
）
等
に
お
い
て
示
さ
れ
た
「
構
造
改
革
の
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
原
則
」
に
適

合
し
て
い
な
い
も
の
の
見
直
し
（
以
下
「
ア
ナ
ロ
グ
的
規
制
の
見
直
し
」
と
い
う
。
）
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
「
デ
ジ
タ

ル
原
則
に
照
ら
し
た
規
制
の
一
括
見
直
し
プ
ラ
ン
」
（
令
和
四
年
六
月
三
日
デ
ジ
タ
ル
臨
時
行
政
調
査
会
決
定
）
に
お
い

て
、
「
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
て
規
制
の
見
直
し
を
行
う
に
は
、
当
該
技
術
を
活
用
し
た
際
に
も
、
安
全
性
や
実
効
性
が

一
定
の
水
準
以
上
を
確
保
で
き
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
安
全
性
や
実
効
性
等
の
観
点
か
ら
、
デ
ジ
タ
ル

技
術
の
活
用
が
規
制
の
目
的
や
目
的
を
果
た
す
た
め
の
基
準
等
を
み
た
す
も
の
か
技
術
的
検
証
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
お

り
、
御
指
摘
の
「
監
督
者
」
及
び
「
管
理
者
」
が
常
駐
し
た
場
合
等
と
同
等
の
安
全
性
や
実
効
性
等
が
確
保
で
き
る
場
合
に
、

ア
ナ
ロ
グ
的
規
制
の
見
直
し
を
実
施
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 



 

２ 

 

二
及
び
三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
技
術
検
証
」
を
行
う
際
に
は
、
ア
ナ
ロ
グ
的
規
制
の
見
直
し
に
お
い
て
活
用
さ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
具
体

的
な
性
能
は
も
と
よ
り
、
必
要
に
応
じ
、
当
該
技
術
の
利
便
性
並
び
に
当
該
技
術
に
係
る
費
用
対
効
果
及
び
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
に
つ
い
て
も
勘
案
さ
れ
る
も
の
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。 


